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告 示

北海道告示第７８８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（勢
きよ

雄地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗渠
排水、土層改良））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道十勝総合振興局に備え置いて、平成２６年１２月１０日から２０日間、一

般の縦覧に供する。
平成２６年１２月９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７８９号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２６年１２月９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 勇払郡占冠村字シムカプ原野５７の３（次の図に示す部分
に限る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び占冠村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７９０号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２６年１２月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 沙流郡平取町字貫気別１１０の１４
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅

北海道告示第７９１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２６年１２月９日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
幌泉郡えりも町（次の図に示す部分に限る。）

かん

� 保安林として指定された目的 水源の涵養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
えりも町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

様似郡様似町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

帯広市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに帯広市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

北海道告示第７９２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２６年１２月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
様似郡様似町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

帯広市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに帯広市役所及び様似町役場に備え置いて縦覧に供す
る。）

北海道告示第７９３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３及び第３３条第６項において準用する同条第３
項の規定による保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同
法第１８９条の規定により、その通知の内容を古平町役場の掲示場に掲示した。
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平成２６年１２月９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 通 知 の 内 容 平成２６年北海道告示第７５２号
２ 所在が不分明な者 宮本 冨久、松川 摩耶、松川 梨紗

総合振興局告示及び振興局告示

北海道渡島総合振興局告示第１４０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月９日

北海道渡島総合振興局長 宮 内 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
自動車（軽貨物） １台

２ 落札を決定した日
平成２６年１１月２６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 ダイハツ北海道販売株式会社
� 住 所 札幌市白石区本通１８丁目南２番１７号

４ 落札金額
８９２，９２８円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年１０月１４日付け北海道渡島総合振興局告示第１１９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道渡島総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

北海道渡島総合振興局告示第１４１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月９日

北海道渡島総合振興局長 宮 内 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
乗用自動車 １台

２ 落札を決定した日

平成２６年１１月２６日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 トヨタカローラ函館株式会社

� 住 所 函館市昭和４丁目３６番３６号

４ 落札金額

１，５８０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２６年１０月２４日付け北海道渡島総合振興局告示第１２３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道渡島総合振興局地域政策部総務課

� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

道 公 安 委 員 会 告 示

北海道公安委員会告示第１６５号

平成１８年北海道公安委員会告示第１５０号（警備員等の検定等に関する規則の規定による北

海道公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正し、平成２７年６

月１日から施行する。

平成２６年１２月９日

北海道公安委員会委員長 横 内 龍 三

表を次のように改める。

路 線 名 区 域

一般国道５号

一般国道１２号

一般国道３７号

一般国道３８号

一般国道２２９号

一般国道２３０号

一般国道２３１号

一般国道２３４号
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一般国道２３５号

一般国道２３６号

一般国道２３７号

一般国道２７４号

一般国道２７５号

一般国道２７６号

一般国道３３６号

一般国道３３７号

一般国道３９３号

一般国道４５２号

一般国道４５３号

道道 小�定山渓線

道道 洞爺湖登別線

道道 千歳鵡川線

道道 小�港線

道道 当別浜益港線

道道 三笠栗山線

道道 夕張岩見沢線

道道 江別恵庭線

道道 平取厚真線

道道 岩内洞爺線

道道 平取静内線

道道 穂別鵡川線

道道 千歳インター線

道道 支笏湖線 札幌方面に所在する警察署が管轄する地域

道道 岩見沢石狩線

道道 白老大滝線

道道 豊浦京極線

道道 室蘭環状線

道道 江別インター線

道道 静内中札内線

道道 札幌当別線

道道 赤平奈井江線

道道 �別砂川線

道道 恵庭岳公園線

道道 札幌北広島環状線

道道 美唄富良野線

道道 江別奈井江線

道道 �前錦岡線

道道 �別赤平線

道道 舞鶴追分線

道道 赤平滝川線

道道 栗沢南幌線

道道 月形峰延線

道道 豊浦洞爺湖線

道道 滝下由仁停車場線

道道 島松千歳線

道道 東雁来江別線

道道 美唄達布岩見沢線

道道 室蘭港線

道道 苫小牧環状線

道道 上登別室蘭線

道道 小�港稲穂線

道道 大麻東雁来線

道道 �川篠路線

道道 静内浦河線

道道 栗山北広島線
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道方面公安委員会告示

北海道函館方面公安委員会告示第４０号

平成１８年北海道函館方面公安委員会告示第３５号（警備員等の検定等に関する規則の規定に

よる北海道函館方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正

し、平成２７年６月１日から施行する。

平成２６年１２月９日

北海道函館方面公安委員会委員長 小笠原 康 正

表を次のように改める。

路 線 名 区 域

一般国道５号

函館方面に所在する警察署が管轄する地域

一般国道３７号

一般国道２２７号

一般国道２２８号

一般国道２２９号

一般国道２３０号

一般国道２７６号

一般国道２７８号

道道 江差木古内線

道道 寿都黒松内線

道道 奥尻島線

道道 八雲北桧山線

道道 大沼公園鹿部線

道道 八雲厚沢部線

北海道旭川方面公安委員会告示第４６号

平成１８年北海道旭川方面公安委員会告示第４６号（警備員等の検定等に関する規則の規定に

よる北海道旭川方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正

し、平成２７年６月１日から施行する。

平成２６年１２月９日

北海道旭川方面公安委員会委員長 今 本 哲 郎
表を次のように改める。

路 線 名 区 域

一般国道１２号

一般国道３８号

一般国道３９号

一般国道４０号

一般国道２３１号

一般国道２３２号

一般国道２３３号

一般国道２３７号

一般国道２３８号

一般国道２３９号

一般国道２７３号

一般国道２７４号

一般国道２７５号

一般国道３３３号

一般国道４５２号
旭川方面に所在する警察署が管轄する地域

道道 枝幸音威子府線

道道 鷹栖東神楽線

道道 礼文島線

道道 深川雨竜線

道道 旭川深川線

道道 士別滝の上線

道道 増毛稲田線

道道 旭川多度志線

道道 稚内天塩線

道道 沓形仙法志鴛泊線
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道道 美唄富良野線

道道 愛別当麻旭川線

道道 温根別剣淵停車場線

道道 三和剣淵線

道道 幌糠小平停車場線

道道 霧立小平線

道道 達布石狩沼田線

道道 日進名寄線

北海道釧路方面公安委員会告示第７１号

平成１８年北海道釧路方面公安委員会告示第３５号（警備員等の検定等に関する規則の規定に

よる北海道釧路方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正

し、平成２７年６月１日から施行する。

平成２６年１２月９日

北海道釧路方面公安委員会委員長 梁  之 弘

表を次のように改める。

路 線 名 区 域

一般国道３８号

一般国道４４号

一般国道２３６号

一般国道２４０号

一般国道２４１号

一般国道２４２号

一般国道２４３号

一般国道２４４号

一般国道２７２号

一般国道２７３号

一般国道２７４号

一般国道３３４号

一般国道３３５号

一般国道３３６号

一般国道３９１号

一般国道３９２号

道道 根室中標津線

道道 根室半島線
釧路方面に所在する警察署が管轄する地域

道道 津別陸別線

道道 釧路鶴居弟子屈線

道道 清水大樹線

道道 豊頃糠内芽室線

道道 帯広新得線

道道 網走川湯線

道道 静内中札内線

道道 音更新得線

道道 北見白糠線

道道 幕別帯広芽室線

道道 八千代帯広線

道道 更別幕別線

道道 上士幌士幌音更線

道道 勇足本別停車場線

道道 養老牛計根別停車場線

道道 芽室東４条帯広線

道道 川北中標津線

道道 静内浦河線

北海道北見方面公安委員会告示第３４号

平成１８年北海道北見方面公安委員会告示第３１号（警備員等の検定等に関する規則の規定に
よる北海道北見方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正
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し、平成２７年６月１日から施行する。
平成２６年１２月９日

北海道北見方面公安委員会委員長 小 田 惠美子
表を次のように改める。

路 線 名 区 域

一般国道３９号

一般国道２３８号

一般国道２３９号

一般国道２４０号

一般国道２４２号

一般国道２４３号

一般国道２４４号

一般国道２７３号

一般国道３３３号

一般国道３３４号

一般国道３９１号

道道 北見常呂線

道道 北見津別線 北見方面に所在する警察署が管轄する地域

道道 北見置戸線

道道 津別陸別線

道道 士別滝の上線

道道 網走川湯線

道道 留辺蘂浜佐呂間線

道道 北見端野美幌線

道道 遠軽雄武線

道道 北見白糠線

道道 遠軽芭露線

道道 紋別丸瀬布線

道道 摩周湖斜里線

道道 北見環状線
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